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指定管理者が行う広報活動に関するガイドライン 

 

 

このガイドラインは、佐倉市飯野台観光振興施設の指定管理者が行う各種広報活動の範

囲及び基準について定めるものです。 

 

１ 各種広報媒体への掲載 

（１）「指定管理者」名義での掲載 

①「指定管理者」名義による掲載範囲は、 

（ｱ）市が指定管理者に対し実施を指示した業務（以下「管理業務」といいます） 

（ｲ）指定管理者の責任と費用によって実施する事業（以下「独自事業」といいます） 

に係る記事等とします。 

 いずれの場合も、記事署名は原則として「施設名称」としてください。 

 

（記載例） 問い合わせ 佐倉市飯野台観光振興施設（印旛沼サンセットヒルズ） 

 電話（○○○）○○○○ 

 

②ただし、①の場合において、団体本体を連絡先とするときは、記事署名は以下のとおり

としてください。 

 

（記載例） 問い合わせ ○○法人 ○○○○（佐倉市飯野台観光振興施設指定管理者） 

      電話（○○○）○○○○ 

 

（２）団体名義での掲載 

 団体本体の事業や施設の目的外業務等、指定管理者ではなく一団体として実施する事業

（以下「団体事業」といいます）に係る記事等については、記事署名は「団体名」とし

てください（「指定管理者」名義または「施設名称」での掲載は不可とします）。 

 

（記載例） 問い合わせ ○○法人 ○○○○ 電話（○○○）○○○○ 
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２ 市広報紙「こうほう佐倉」への掲載 

（１）「指定管理者」名義での掲載 

①市広報紙「こうほう佐倉」への掲載範囲は、原則として管理業務に係る記事等とします。 

指定管理者から各施設の所管課（以下「施設所管課」といいます）へ原稿提出後、施設

所管課が内容を確認の上、広報課宛て掲載依頼します。 

 文章表現や掲載字数、掲載面等は広報課で編集し、施設所管課と調整します。 
 
※施設所管課への原稿提出期限は、施設所管課にご確認ください。 

 

 

②独自事業に係る記事等については、必要に応じ、施設所管課から広報課宛て掲載依頼し

ます。 

 

（２）団体名義での掲載 

 団体事業に係る記事等の「こうほう佐倉」掲載については、団体から広報課へ直接掲載

依頼を行うこととし、掲載の可否は「こうほう佐倉」掲載基準によるものとします。 
 
※広報課への掲載依頼締め切り日は、広報課にご確認ください。 

 

３ Ｗｅｂサイトの管理 

（１）サイト管理 

①指定管理者が当該施設の管理運営に係る Web サイト（以下「施設サイト」といいます）

を作成する場合、佐倉市の Webサーバーを使用することはできません。 

 

②指定管理者が施設サイトを作成する場合は、団体本体の Webサイト（以下「団体サイト」

といいます）と混同されないよう、 

（ｱ）佐倉市飯野台観光振興施設の指定管理者であること 

（ｲ）指定期間 

をトップページに明記した上で、独立したサイト（※）として構成するものとします。 
 
※サイトマップにおいて、トップページと複数の Web ページから構成される情報の集合体を指します。 

指定管理者 施設所管課 広 報 課 

(原稿提出) (掲載依頼) 

(内容確認) (編 集) 

(調 整) 

(原稿作成) 
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（記載例）このサイトは「佐倉市飯野台観光振興施設」指定管理者である ○○法人 ○

○ が運営しています。（指定期間：令和○年４月１日～令和○年３月 31日） 

 

（２）リンク管理 

①施設サイトから、団体サイトの下位ページへの直接リンク（いわゆる「直リンク」）は不

可とします。 

同様に、団体サイトから、施設サイトの下位ページへの直接リンクについても不可とし

ます。 

 

②施設サイトから団体サイトのトップページへ、または団体サイトから施設サイトのトッ

プページへのリンクは可とします。 

 

（３）独自ドメインの使用 

 指定管理者が施設サイトを作成する場合は、団体サイトとの混同を避け、ユーザーの利

便性を図るため、市（情報システム課）が取得した独自ドメイン名を使用するものとします。 
 
※メールアドレスについては特に指定ありません。 

※独自ドメインの割当てに必要な経費については、指定管理者が負担するものとします。 

※技術的その他の理由により、所定の独自ドメイン名を使用できない場合は、別途協議するものとします。 

 

 

４ 著作権の取扱い 

 

 管理業務の遂行に伴い、以下に掲げる著作物等に係る著作権その他の知的財産に関する

権利が指定管理者に生じたときは、指定期間終了後、当該権利を市に移転するものとしま

す。 

 

 ①パンフレット、チラシ、ポスター等（文章・図版・写真等） 

 ②一般に公開・配布される各種資料、レジュメ等 

 ③Ｗｅｂサイト上の文章・音楽・画像・映像等のデジタルコンテンツ 

 ④Ｗｅｂデータベース、Ｗｅｂシステム等 

 ⑤その他市と指定管理者との協議の上決定した事項 
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５ 発行者名の表記 

 

①管理業務及び独自事業の遂行に伴い、指定管理者として発行する各種広報媒体について

は、以下のとおり発行者名を表記するとともに、記載内容に係る連絡先を必ず明記する

ものとします。 

 

［施設名］指定管理者 ＋ ［団体名］ 

 

（記載例） 佐倉市飯野台観光振興施設指定管理者 ○○法人 ○○○○○○○○ 

      TEL：xxx-xxx-xxxx FAX：xxx-xxx-xxxx E-mail：xxxx@xxxxx.xxx 

 

②団体事業の遂行に伴い発行される各種広報媒体について、「指定管理者」名義により発行

することは不可とします。 

 

 

６ 渉外活動における呼称 

 

 指定管理者たる団体の構成員が、指定管理者としての立場で渉外活動等を行う場合、以

下のとおり呼称（※）するものとします。 
 
※施設管理に関する責任者を置く場合、その職名（肩書）として「所長」「園長」「館長」「センター長」等、

市の行政機関の長と混同されるような呼称は、原則として使用できません。 

 

［施設名］指定管理者 ＋ ［団体名］ ＋ ［職名 ＋ 氏名］ 

 

（例） 佐倉市飯野台観光振興施設指定管理者 

    ○○法人 ○○○○○○○○○○ 

    業務主任担当者 佐 倉 太 郎 

 

 

（補則） 

 

 本ガイドラインの内容について疑義が生じた場合又は本ガイドラインに定めのない事項

については、市と別途協議し決定するものとします。 


